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在米企業に罰則伴う報告義務、中小の大半が2024年内期限の見込み

図2：初回報告の期限
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（1）2024年1月1日より

前（2023年12月31日以

前）に設立され、報告会

社になった事業体

（2）2024年1月1日以降

2025年1月1日より前

（2024年12月31日以前）

に設立され、報告会社に

なった事業体

（3）2025年1月１日以降

に設立され、報告会社に

なった事業体

（4）免除業種に該当しなくなり、報告会社になった事業体：免除業種に該当しなくなった日から30歴日以内に報告要

出所：CFR第31章1010.380項 BOI報告要件に関する規則に基づきジェトロ作成
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